
山口県高校生等奨学給付金事業給付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、奨学のための給付金（以下「給付金」という。）の給付について、

高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）交付要綱（平成２６年４月

１日付け文部科学大臣決定。）及び高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒

への奨学のための給付金）交付要綱（令和２年４月１日付け文部科学大臣決定。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（給付の目的） 

第２条 この給付金は、高校生等のいる低所得世帯に対して、授業料以外の教育に必要な

経費を支援することにより、教育の機会均等を図ることを目的とする。 

 

（定 義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号。以

下「法」という。）第２条に規定する高等学校等（特別支援学校の高等部を除く。）を

いう。また、国公立の高等学校等とは、国（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１

０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。）及び地方公

共団体（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地

方独立行政法人を含む。）の設置する高等学校等、独立行政法人国立高等専門学校機構

又は地方公共団体の設置する高等専門学校（第１学年から第３学年までに限る。）、地

方公共団体の設置する専修学校をいい、私立の高等学校等とは、それ以外の者が設置す

る高等学校等をいう。 

(2)高等学校等専攻科 学校教育法第５８条に規定する専攻科をいう（特別支援学校の高等

部を除く。）。また、国公立の高等学校等専攻科とは、国（独立行政法人通則法（平成

１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。）

及び地方公共団体（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に

規定する地方独立行政法人を含む。）の設置する高等学校等専攻科をいい、私立の高等

学校等専攻科とは、それ以外の者が設置する高等学校等専攻科をいう。 

 

(3)高校生等 法第３条に規定する就学支援金の支給を受ける資格を有する者（同項に規定

する支給対象高等学校等が特別支援学校の高等部である場合を除く。）又は高等学校等

修学支援事業費補助金（学び直しへの支援）交付要綱（平成２６年４月１日付け文部科

学大臣決定）第３条に規定する者（同条各項に規定する支給対象高等学校等が特別支援

学校の高等部である場合を除く。）若しくは高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科

の生徒への修学支援）交付要綱（令和２年４月１日文部科学大臣決定）第３条に規定す

る専攻科支援金の補助要件を満たす者をいう。 



(4)保護者等 法第３条第２項第３号に規定する保護者等又は高等学校等専攻科に在学す

る生徒の保護者等をいう。 

(5)通信制 高等学校、中等教育学校の通信制課程又は専修学校高等課程、一般課程の通信

制学科のことをいう。 

 

（給付の対象者及び給付金の額） 

第４条 給付金は、毎年度７月１日現在において、当該１号又は２号に該当する者であっ

て、かつ当該３号から５号のすべてに該当する者に対して、予算の範囲内で給付する。

ただし、７月以降に入学が定められている高等学校等に７月以降に入学した場合におい

ては、入学日を基準とし、７月１日現在で休学している者においては、復学日を基準と

する。また、７月以降に家計急変により保護者等の収入が激減した場合においては、原

則、申請日の翌月１日（申請日が月の初日である場合は、申請日）を基準とするが、山

口県知事（以下「知事」という。）又は山口県教育委員会（以下「県教委」という。）

が特別の理由があると認める場合は、家計急変の発生した日を基準とする。 

(1)高等学校等に在学している高校生等であること。ただし、高等学校等（修業年限が３

年未満のものを除く。）を卒業し又は修了した者、高等学校等に在学した期間が通算し

て３６月を超える者（定時制課程及び通信制課程にあっては４８月を超える者）及び「児

童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成１１年４月３０日厚生

労働省発児第８６号）」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行

費又は特別育成費（母子生活支援施設の高校生等を除く。）が措置されている者を除く。 

 (2)高等学校等専攻科に在学している高校生等であること。ただし、「児童福祉法による

児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成１１年４月３０日厚生労働省発児第８

６号）」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成

費（母子生活支援施設の高校生等を除く。）が措置されている者を除く。  

(3)保護者等が山口県内に住所を有すること。 

 (4)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であること。 

   なお、家計急変（災害等に起因しない離職（定年退職など）等を除く）により保護者

等の収入が激減した場合においては、これに相当すると認められる者であること。 

 (5)平成２６年４月１日以降に高等学校等に入学した者であること。 

２ 給付金の額等は、別表のとおりとする。 

  なお、７月以降に家計が急変し、申請のあった者には、別表で定める単価について、

原則、申請のあった翌月（申請日が月の初日である場合は、申請のあった月）以降の月

数に応じて算定した額を給付することとするが、知事又は県教委が特別の理由があると

認める場合は、家計急変の発生した翌月（家計急変の発生した日が月の初日である場合

は、家計急変の発生した月）以降の月数に応じて算定した額を給付することとする。 

  

 

（給付の申請） 

第５条 給付金の給付を受けようとする者は、別に定める期日までに、高校生等奨学給付



金受給申請書（様式１）に関係書類を添えて、国公立の高等学校等にあっては県教委に、

私立の高等学校等にあっては知事に提出するものとする。 

 

（給付の決定） 

第６条 知事又は県教委は、前条の規定による高校生等奨学給付金受給申請書等の提出が

あったときは、速やかに当該申請を審査の上、給付の可否を決定し、その決定の内容を

高校生等奨学給付金支給決定通知書（様式２）又は高校生等奨学給付金不支給決定通知

書（様式３）により通知するものとする。 

２ 知事又は県教委は、前項の規定に基づき給付の決定を行う場合において、給付の目的

を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。 

 

（給付の方法） 

第７条 給付金は、年度ごとに１回、前条の規定により給付の決定を受けた者（以下「受

給権者」という。）に給付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事又は県教委が必要があると認めたときは、給付金を

随時給付することができる。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、受給権者から給付金を授業料以外の学校徴収金で未納

のものに充てるための委任状（様式４）の提出があった場合は、給付金を当該未納の

学校徴収金に充当するものとする。 

 

（給付の回数） 

第８条 給付金の給付回数は、一人の高校生等につき年１回、通算３回（定時制、通信

制の高等学校等に通う高校生等は４回、高等学校等専攻科に通う高校生等は２回（当

該生徒の通う高等学校等専攻科の定める修業年限が１年の場合は１回））を上限とす

る。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 第６条第１項の決定を受けた者が、給付金の申請を取り下げようとするときは、

決定を受けた者は取り下げをすることができる。 

２ 前項の申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみ

なす。 

 

（給付の決定の取消等） 

第１０条 知事又は県教委は、偽り、その他不正な手段により第５条に規定する給付金の

申請を行い、給付の決定を受けた者があるときは、給付決定の全部若しくは一部を取り

消し、又は変更することができる。 

２ 知事又は県教委は、前項の取消し又は変更を行った場合には、給付した給付金のうち

当該取消し又は変更に係る部分の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずるものとす

る。 



 

（給付の決定の取消等の通知） 

第１１条 知事又は県教委は、前条の規定による給付金の給付の決定の取消しを決定し

たときは、受給権者に対して、給付金給付決定取消通知書（様式５）により通知する

ものとする。 

 

（給付金の返還） 

第１２条 受給権者は、前条の規定による給付金の給付決定の取消し通知を受けた場合

において、既に給付金が給付されているときは、取消しに係る額を限度に、知事又は

県教委が別に指示する方法により、給付金を返還しなければならない。 

 

（必要事項の調査） 

第１３条 知事又は県教委は、給付金の給付に関して必要な事項を調査することができ

る。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この給付金の給付等に関して必要な事項は、別

に定めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年９月１４日から施行し、平成３０年度の事業（平成３０年７月

１日）から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年６月４日から施行し、令和２年度の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年７月２７日から施行し、令和２年度の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月３０日から施行する。 

  



別表（第４条関係） 

給付の対象者 １人当たりの給付金の額 

本要綱第４条で定める給付の対象者である保護者等に対し、下記

１～３の区分に応じた給付金の額に、４を加えた額を給付する。 

 

１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３６条の規定によ

る生業扶助が行われている世帯に扶養されている高校生等 

 

（１）国公立の高等学校等に通う高校生等 

（２）国公立の高等学校等（専攻科）に通う高校生等 

（３）私立の高等学校等に通う高校生等 

（４）私立の高等学校等（専攻科）に通う高校生等 

 

２ 保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税

である世帯に扶養されている高校生等（３の場合を除く。） 

 

（１）国公立の通信制以外の高等学校等に通う高校生等 

（２）国公立の通信制の高等学校等に通う高校生等 

（３）国公立の高等学校等（専攻科）に通う高校生等 

（４）私立の通信制以外の高等学校等に通う高校生等 

（５）私立の通信制の高等学校等に通う高校生等 

（６）私立の高等学校等（専攻科）に通う高校生等 

 

３ 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課

税である世帯で、当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で２人目以

降の通信制及び専攻科以外の高等学校に通う高校生等、当該世帯

に扶養されている高校生等以外に１５歳（中学生を除く。）以上２

３歳未満の兄弟姉妹がいる世帯の通信制及び専攻科以外の高等学

校に通う高校生等及び当該世帯に扶養されている通信制の高等学

校等に通う高校生等を含む複数の高校生等がいる通信制及び専攻

科以外の高等学校に通う高校生等 

 

（１）国公立の通信制及び専攻科以外の高等学校等に通う高校生等 

（２）私立の通信制及び専攻科以外の高等学校等に通う高校生等 

 

４ オンライン学習に係る通信費相当（１の対象者を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

年額 ３２，３００円 

年額 ３６，５００円 

年額 ５２，６００円 

年額 ３８，１００円 

 

 

 

 

年額 ８４，０００円 

年額 ３６，５００円 

年額 ３６，５００円 

年額１０３，５００円 

年額 ３８，１００円 

年額 ３８，１００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年額１２９，７００円 

年額１３８，０００円 

 

年額  １０，０００円 

 


